
議案第５０号 

 

北本市手数料条例の一部改正について 

 

 北本市手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

 

  令和３年８月２６日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

   北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中第７４号を削り、第７５号を第７４号とし、第７６号

から第８４号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第５条第８項中「第２条第１項第５６号から第８４号まで」を「第２

条第１項第５６号から第８３号まで」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


